
　　

（午前１０時　４分��開会）
○後藤委員長　ただいまから吹田操車場
跡地利用問題特別委員会を開会します。
　まず、理事者からあいさつを受けます。
竹本助役。
○竹本助役　おはようございます。
　ご多忙中のところ、吹田操車場跡地利
用問題特別委員会を開催賜りまして、ま
ことにありがとうございます。
　本日の委員会では、前回の委員会以降
の、その後の取り組みの状況と、これか
ら本跡地利用に関しますところの利用方
向について、検討する調査ということの
取り組みについて、ご協議相わずらわし
たくお願い申し上げる次第でございます。
どうぞひとつ、よろしくご協議のほど、
お願い申し上げまして、ごあいさつとさ
せていただきます。
○後藤委員長　あいさつが終わりました。
　本日の委員会記録署名委員は、中野委
員を指名します。
　本日の案件は、ご案内のとおり、吹田
操車場跡地利用問題についてであります。
　それでは理事者から説明をお願いしま
す。小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　おはようございま
す。
　吹田操車場跡地利用問題特別委員会に
おかれましては、公務ご多忙にもかかわ
りませず、本委員会を開催していただき、
厚く御礼申し上げます。
　さて、本年２月２３日に開催していた
だきました前回の委員会から、今日に至
りますまでの取り組み状況につきまして、
ご説明を申し上げます。
　吹田操車場跡地利用につきましては、
平成９年６月１８日付の国鉄清算事業団
側からの梅田貨物駅移転計画について、
正式な申し入れに対しまして、本市から
の申し入れ内容や、照会や取扱いにつき

まして、その内容を本委員会にご報告を
いたしてまいったところであります。
　また、本市議会におかれましても、去
る３月の第１回定例市議会におきまして、
吹田操車場跡地利用の促進に関する要望
決議をいただき、跡地利用に対します取
り組みを要望決議を踏まえて、大阪府、
吹田市、清算事業団と検討を重ねている
ところであります。
　今日まで、清算事業団に対しまして、
都市側より問題点の提起や課題等を照会
する中で、事業団が検討し、一定の基本
的な内容は示されたものであります。
　このような状況の中で、事業団側から
は、６月１８日の申し入れの項目に対し
まして、１点目は梅田貨物駅から吹田操
車場跡地への移転する貨物量についてで
ありますが、（仮称）吹田貨物ターミナ
ル駅にはコンテナ及びピギーの貨物取扱
量は、年間約１００万トンとし、中継作
業量は約４５万トンとする。
　さらに貨物取扱設備として、コンテナ
ホーム２面、中継コンテナホームを１面
とし、建物については、日本貨物鉄道株
式会社の設備として、駅本屋、信号扱所、
荷捌き上屋等を設置し、通運利用者の設
備は事務所のみとする。また、梅田貨物
駅に残る取扱い貨物量につきましては、
大阪市域内で取り扱うこととし、大阪市
等の関係機関と事業団が協議して対処す
るといたしております。
　２点目は、吹田操車場跡地の開発可能
用地についてであります。
　摂津市域では、事業団用地、約６．５
ヘクタール、ＪＲ貨物用地、約１．７ヘ
クタールとして、あわせて約８．２ヘク
タールを確保する。さらに、事業団用地
については、地元で策定されるまちづく
り計画に可能な限り協力する。
　また、ＪＲ貨物用地は、売却、貸付、
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開発に参画等により、可能な限り、まち
づくり計画に協力するものとして、意向
が示されております。
　３点目は、アクセス道路の整備と、環
境悪化の防止についてであります。
　ターミナル駅へのアクセス道路は、専
用道路として、そのほとんど鉄道敷地内
で処理し、出入りする貨物関連自動車は、
１日約往復１，０００台とする。
　また、運行経路についても、地元市と
ＪＲ貨物との間で協定等を締結する意向
が示されてきております。
　さらに、環境対策への取り組みの意向
として、十分な環境調査を行い、事業内
容についても、関係住民に説明を行いな
がら、意見を聴取し、事業化については
市民生活に極力悪影響を与えない対策を
講じるものとされております。
　そして４点目では、まちづくりについ
てであります。清算事業団では、地元市
のまちづくりへの協力する旨の内容が示
されてきております。
　この基本的な４点の内容について、摂
津市、大阪府、吹田市並びに清算事業団
の４者で調整を図っているところであり
ます。
　また、開発可能用地の用地単価設定に
ついても、引き続き事業団側と協議を重
ね、将来の本市のまちづくりに寄与され
る内容で確認をいたしてまいりたいと考
えております。
　なお、これらのことにつきましては、
事業団が存続しているうちに、一定の整
理を終えておきたいと考えております。
　それでは引き続きまして、前回の本委
員会で開発可能用地の都市基盤整備に対
します検討を庁内で組織しております吹
田操車場跡地利用検討委員会からの中間
報告として、ご説明をさせていただきま
したが、本検討委員会におきまして、当

面、最小限の施設計画の見直しや、事業
量の再精査を行い、事業量の軽減を図り、
とりまとめを行いましたものが、お手元
にご配付させていただいております資料
であります。
　それでは資料に基づきまして、ご説明
を申し上げます。
　前回の中間報告としてお示しいたしま
した資料は、お手元の資料２ページであ
りまして、それに対しまして見直しをま
とめたものが、１ページに添付いたして
おります。
　それでは見直しの内容をご説明申し上
げます。
　まず、道路関係につきましては、開発
可能地区内の骨格道路を変更はいたして
おりませんが、特に南北分断解消での府
道正雀一津屋線を市場池方面に延伸する
計画について、期間的、事業費的に相当
な容量を要することから、大阪府に要望
を展開し、開発可能用地内では、将来を
見据えた受け皿道路のみを整備しておく
ことといたしております。
　当面の間のアクセス道路として、正雀
処理場横の道路を、１２メートルの幅員
として見直すものであります。
　さらに、地下道につきましては、中間
報告では坪井、竹之鼻両ガードに沿って
２カ所の地下道を設ける計画をいたして
おりましたが、今回の見直しでは、両ガー
ドの中間点に車道幅６メートル、歩道幅
２．５メートルの地下道を設ける計画を
いたしました。
　その位置及び断面構成につきましては、
資料の３ページの跡地利用開発可能用地
検討図にお示しをいたしております。
　また、この地下道の位置選定につきま
しては、本市の都市計画道路坪井味舌線
と交差する箇所で、将来坪井味舌線を整
備した段階で、本地下道と一体的な活用
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を図れるものとして位置の選定を図った
ものであります。
　このような点を考慮しながら、事業費
では、約２３億円を圧縮したものであり
ます。
　また、公園整備につきましては、本市
の開発指導におきます必要面積率、公園
３％、緑地５％をあわせて、８％を設け
ることといたした結果、７，０００平方
メートルの設置となり、事業費で約３億
８，０００万円の軽減を図りました。
　次に、上水道施設整備につきましては、
将来の先行投資設備での送水場設置を含
まないことで、事業費で約９億５，００
０万円を軽減いたしたものであります。
　また、文化財調査につきましては、中
間報告では、開発可能用地の約１％の試
掘調査に対しまして、周辺の文化財実態
等を勘案して、１０％の試掘調査を今回
計上いたしました結果、約２億円が増額
となったものでありますが、全体事業費
においては、中間報告では、約８６億７，
８００万円に対しまして、今回の見直し
案では、約４９億５，２００万円となり、
約３７億２，５００万円が圧縮されたも
のであります。
　以上が、現段階におきます跡地利用概
算基盤整備事業費に関する検討内容であ
ります。今後、この検討結果と開発後の
土地利用の方向及び清算事業団との買収
価格を総合的に考慮して、この跡地が市
内に残された貴重な、まとまった開発可
能用地であるとの観点に立って、取り組
んでまいりたいと考えております。
　続きまして、吹田操車場跡地利用の調
査委託料につきましては、先般、吹田市
におかれまして市議会に調査委託料の補
正を上程されているところであり、本市
といたしましても、吹田市と協調して進
めていくことといたしております関係か

ら、できれば、両市とも足並みをそろえ
て調査し、計画の整合を図ってまいりた
いと考えております。
　このようなことから、調査委託料につ
きましては、平成１０年６月第２回定例
市議会でお願いする予定であります。
　調査予定箇所は、開発可能用地を核と
いたします面積８．２ヘクタール及びそ
の周辺の地域をあわせまして、まちづく
りにつきまして調査を実施しようと考え
ているものであります。
　また開発可能用地は、市街地に残され
た貴重な土地空間としての位置づけをい
たしておりますことから、計画的な整備、
開発が本市のまちづくりを進める上から
も、重要ではないか考えております。
　また、今日までの跡地の取扱いにつき
まして、事業団側と協議を重ねてまいり
ましたが、事業団側の意向といたしまし
ては、市のまちづくりに協力する意向が
示されております関係から、本市といた
しましては、事業団の存続期間中に跡地
利用に対します本市の開発構想や計画を
示しながら、事業団並びにＪＲ貨物にも
協力を求めてまいりたいと考えておりま
す。
　このことから、早急な取り組みが必要
となってまいったものであります。本年
度の予定いたしております調査内容につ
きましては、基本構想及び基本計画の策
定であります。また、調査を進めるにあ
たりましては、昨年１１月に吹田操車場
跡地利用懇話会からの提言や、吹田操車
場跡地利用検討委員会の検討内容等を参
考にしながら、基本的な構想並びに計画
づくりを進めたいと考えております。
　さらに、現在の社会状況や経済動向を
勘案した、トータル的な経済性、採算性
を視野に入れた調査に取り組みたいと考
えております。
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　なお、調査費用につきましては、吹田
市、摂津市、両市で協調しながら、調査
に取り組んでいく必要があり、全体委託
料といたしましては、約３，０００万円
程度で、面積按分によりまして、本市の
委託料は１，１００万円、さらに吹田市
では２，３００万円となる予定でありま
す。
　また、補助金につきましては、現在国
及び大阪府の補助金を受けるべく、調整
を図っているところであります。
　以上、吹田操車場跡地利用に対します
取り組みの状況に伴います、庁内検討委
員会での跡地利用概算基盤整備事業費の
見直し案、さらに跡地利用調査の補正予
定の内容につきましての、２点について
のご説明を終わらせていただきます。
　本委員会におかれましては、今後とも
吹田操車場跡地利用に対しまして、ご理
解を賜りますよう、お願いを申し上げま
して、ご説明を終わらせていただきます。
○後藤委員長　説明が終わりました。
　この際、質問がありましたら受けます。
　寺西委員。
○寺西委員　ちょっと質問の前に、まず
１点確認したいんですけどね、ここに河
川敷とありますね。この分についてはね、
用地買収の面積の対象外になるのかどう
かね、大阪府として。それをまずさきに
ちょっとお聞きします。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　今の寺西委員の質
問の中では、前回にも委員から質問があっ
たわけでございます。その後、いろいろ
と調査する中で、実は、河川敷につきま
しては、大阪府の名義になるというよう
なことを聞き及んでおります。
　ですから、今回の買収の面積から、当
然外れるということを事業の中で聞いて
おります。

　これにつきましては、例の国鉄と建設
省との建国協定というんですけれども、
そういう法定外道路等がかわりあるわけ
ですね。それは現在、整備されておると
いうことの中で、今の段階では約３，７
００平米が対象外になるというように考
えております。
　それともう１点、既存の市道の地下道
でございますけれども、坪井、竹之鼻等
についての用地につきましても、市の名
義に今後整備されるということでありま
すから、それらも買収の面積から削除さ
れるということでございます。以上でご
ざいます。
○後藤委員長　寺西委員。
○寺西委員　そういうお話を聞きました
ら、ますます積極的にこの用地買収をし
て、市民生活に何かプラスになるような
ことをしなくてはならないと強く思った
わけなんですけれど、この前の８６億で
すか、４９億ね、この８．２ということ
は、大体２万７，０００坪でですね、例
えば坪５万円として、１６万５，０００
円で２万７，０００ということでですね、
ざっと計算したら４５億。それでこの４
９億ですね、足しましたら、大体９０億
ですわね。その２．７のうちの半分は用
地売却は可能やと。単純に計算したら、
坪７０万円ぐらいですか。そのぐらいペ
イしたら用地費とですね、このインフラ
整備の金が出てくると、そう解釈しても
いいんですかね。７０万円ぐらいだった
ら十分、ほかもろもろありますからね、
もうちょっと、前回から比べたらですね、
非常に市にとってはプラスになるという
んですかね、と思っております。
　それでこれはもう、まさにですね、今
よく言われている広域行政、吹田と摂津
が一緒になってやらなくてはならない事
業だと思っております。
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　それで、今部長が説明があったんです
けど、吹田市の方はですね、もう調査費
ですか、何か本会議で計上いたしており
ますね。吹田市の方はどんどん、どんど
んやっていってですね、摂津がもたもた
しとったらですね、これはもう一体化し
た事業が非常にやりにくくなると思いま
すので、６月にこういう調査費ですか、
１，１００万円計上されるのは非常に賢
明だと思っております。
　それで、さらに積極的にですね、吹田
市と協議しながら、この操車場の跡地利
用についての事業を進めてほしいと、こ
のように強く考えております。
　そういうことで、これは要望いたして
おきます。促進決議も本会議で可決しま
したんで、１日も早くですね、この事業
を吹田市と足並みをそろえて進んでいた
だくことを強く要望して、これで私の質
問は終わります。
○後藤委員長　中谷委員。
○中谷委員　今度の第２回の定例会にお
いて、調査委託料、予算、補正が組まれ
るわけですけれども、委託する業者がで
すね、今もう現在決まっておるのか、あ
るいは決まってなかったらどういう業者
になるのか。ちょっとお聞きしたいと思
います。
　それと、この委託についてですね、い
ろいろあげてます道路の問題、あるいは
下水の問題、公園、上水道とか、文化財
とかやりますけど、その委託ね、全体の
まちづくりの調査を委託されますけれど
も、この中にいろんな専門的なものがあ
るわけですね。道路についても、下水に
ついてもね。そういう方すべてを含めて
の委託をされるのか、あるいはその水道、
あるいは下水の問題については、やっぱ
り市の方の水道、あるいは土木下水道部
ともですね、やはりそういうようなもの

を十分協議してね、やれるのかですね、
その点ちょっとお聞きしたいと思います。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　現時点での委託先
等については、まだ決めていないという
のが、まず１点目でございます。
　それと２点目の、それであればどうい
う業者に委託するのかという内容でござ
いますけれども、私どもといたしまして
は、非常にこういう問題についていろい
ろノウハウを持っている企業に委託をお
願いしていくように考えております。
　それと、水道とかそういう内容につい
てでございますけれども、これはもし事
業化になるとなれば、水道は水道の方で
委託をお願いしていくというようになる
と思います。
　お手元にお示ししています資料の中身
については、市の担当が各下水は下水で、
道路網であればどのぐらいかかるんだと
いうのは、概算をはじいていただく中で、
皆さまにお示ししているのが額でござい
ますから、今後基本計画等を策定する中
で、詳細等については調査をしていきた
いというふうに考えております。
○後藤委員長　中谷委員。
○中谷委員　この調査の用地費というの
は、１４億５，８５０万円ですか、これ。
１４億５，８５０万円ですね、用地費が。
補償費がこれは入ってますね。２億円で
すか、これ。どういうところでこれ補償
されるのかね、その点ちょっとお聞かせ
願います。
　それから用地がね、全体のこの１４億
５，８５０万円ですか、それで寺西委員
の方から質問あったんですけどね、実際
河川敷の山田川ですか、山田川引いての
予算なのか、その点ちょっとお聞きした
いです。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
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○小西都市整備部長　お手元にご配付さ
せていただいております資料の３ページ
をお開き願いたいと思います。
　その中で、Ａ１とＡ２の区域の中に、
点線で道路が入っておるわけでございま
すけれども、これは一定の将来を見込ん
だ道路ということで、処理場の東側とい
う表現がいいと思いますけど、東側につ
いて、この道路については、民有地でご
ざいます。ちょうど、この部分でござい
ますけれども、この部分については、処
理場からこういう部分がちょっとあるん
ですけれども、事業団用地が青く塗って
いる部分でありまして、それから北へ上
がる道路ですね、その分が、今回の開発
の区域に入っておられないということで
ありまして、先ほどもご説明しておりま
すように、そこについては、１２メート
ルの道路は考えていきたいということで、
その部分の用地買収費と各企業がありま
すから、それの物件補償費を計上させて
いただいているのは、その額でございま
す。
　それともう１点は、新しく今度道路を
計画しております坪井味舌線の線上の道
路でございますけれども、ちょうど、着
色している部分でございますけれども、
この部分については、現在はＪＲ西日本
の電力区の用地があるわけでございます。
それらについて、現在市が放置自転車を
置かせていただいている用地を持ってお
ります。それら等について、この事業の
中で等価交換をしながら、道路用地を確
保していきたい、そういうことで、現在
は、市の公社で持っておりますから、こ
の事業で、この際に買い取った中で、事
業を一体化を進めていきたいということ
で、それの分をさせてもらったのが、約
１４億ということでございます。
　補償については、先ほど言いましたよ

うに、処理場の横の新しく道路をつくる
関係で、民有地を買収しなきゃならない
ということがありますから、それを計上
させていただいておる内容でございます。
○後藤委員長　柴田委員。
○柴田委員　今、寺西委員、そして中谷
委員の方からご質問があって、私も前に
いただいておりました２ページ目のこと
からなると、今回はかなり抑えたことで
の計画をしていこうということで、こう
いう折りですから、できるだけ少ない費
用で前向きな取り組みということは大切
やと思うんですが、前に坪井ガードと、
それから竹之鼻ガードのところに併設し
て、もう１本入れるというようなことを、
かなり具体的に説明された。今度は、そ
いつを一遍白紙に戻して、せっかく坪井
味舌線がこの中を貫通しているという考
え方に計画が変わったという、そういう
構想でこの計画を立案していくというこ
とだと思うんですが、これは私も別に、
私がどうのこうのやない、この前のとき
に少し坪井味舌線との関係はどうでしょ
うか、むしろこれを南北解消の１つの足
がかりとして抜いていくという方向じゃ
ないでしょうかと、ときたま申し上げた
ことがですね、今回、こういうふうな計
画に変わったというので、私自身もおやっ
と思っているんですが、一番摂津にとり
ましては、用地開発も大事ですけれども、
やっぱり今、交通状況の中では、南北分
断解消をできるだけ被害を少なくして、
車の疎通をよくしていくということが求
められているんではないかということで、
この坪井味舌線の延長上のこの貫通とい
うか、このガードをつくっていくという
ことは、ぜひこれはやっていただかなけ
ればいけないと思うんですか、それと平
行して、やっぱり坪井、竹之鼻のガード
を、自身がそしたらあのままで、もうこ
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こができたからいいかという問題をも、
やっぱり出てくるんじゃないかと。その
辺はもうここをつくることによって、こ
こはもう現状ということなのか、それと
もまた、今後第一期計画はこれだけど、
次にまたあのガードの改修等も考えてい
こうという計画を持たれるのかどうか、
ちょっとその辺だけ聞いておきたいと思
います。
　それとも１つ、私もこのことについて
は、せっかくこうして具体的な計画が出
てきておりますので、常に吹田とのコン
タクトを十分とっていただきながら、計
画を前向きに進めてほしいという立場の
一人ですので、そういう意味で、今回６
月に一定の調査費の補正予算を出される
んですが、努力してやってほしいという
ことも、あわせて付け加えておきます。
○後藤委員長　北野都市整備部次長。
○北野都市整備部次長　坪井味舌線で、
竹之鼻と坪井のガードの件でございます
が、一定ご指摘のとおり、我々も当時、
そのおのおの竹之鼻のといわゆる坪井ガー
ドにつきましては、計画段階では両サイ
ド、やはりそういう道路交通に共通する
部分につきまして、計画してきたところ
でございまして、特にいろいろ議論する
中では、取り付けの問題が非常にクロー
ズアップされまして、なかなか取り付け
のスロープの確保、またそのＪＲの下を
抜くにあたっての高低差の問題、いろい
ろ問題が発生した中で、やはり我々とし
ては、最小限の費用でもって、効率的な
やり方というのを考えさせていただいた
中で、現在、将来的にも、いわゆる都市
計画道路、坪井味舌線がございまして、
これとのいわゆる整合を図る中で、一定
その付近にということで、現段階で計画
させていただきまして、何とかそういう
方向では、今後坪井味舌線と関連した、

いわゆるガードの設置ということでは、
考えていきたい。
　さらに、ご質問ございましたように、
坪井あるいは竹之鼻ガードに再度その後
においての、いわゆる事業の考え方があ
るのかということでございますが、我々
といたしましては、いわゆるこの機会に
何とか１カ所だけ、今坪井、竹之鼻ガー
ドをぶち抜いた、内容によりまして、旧
のガードにつきましては、いろいろ歩行
者動線、あるいは車両の流れの動向を見
ながら、一定その現況の手法等について
は、また改良を加える部分については改
良を加えていきたいというふうには考え
ておるところでございます。
○後藤委員長　柴田委員。
○柴田委員　この計画では、坪井味舌線
の延長上のガードは、全部で１０メート
ル５０、車道が６メートル、それから歩
道が２メートル５０という内法になると
思うんですが、これは何でしょうかね、
これであれば、今の千里丘の現在のガー
ドよりも、かなり広いガードになると思
うんですが、やっぱりこれからの交通の
状況の中で、取り付け道路との関連もあ
りますから、やたらガードの広いのは経
費のむだということになると思うんです
が、この辺のことも計画としてはこうな
んですけれども、もう少しガード幅を思
い切って、同じ工事をするのであれば、
広いガードへ計画を見直しておくという
必要も、将来の展望に立って必要ではな
いかなと、私はそういうふうに思うんで
すけど、その辺はどうなんでしょうか。
○後藤委員長　北野都市整備部次長。
○北野都市整備部次長　ご質問ある中で、
我々といたしましても、当初は、やはり
その６．５が最大限必要ではないかとい
うふうな計画もいたしておりました。
　しかしながら、今ご質問いただきまし
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たように、やはりそのスロープの関係と
か、あるいは前後の取り付けの関係とか、
非常に問題が多くございまして、何とか
６メートルの幅員であれば、要はスロー
プの取り付けが何とかその沿道にタッチ
できるんじゃないかなというふうな内容
でもちまして、いわゆる車道幅を極力再
精査いたしまして、約片側３メートル、
２車線あわせまして６メートルの要は車
道幅を確保したいと。そしてなおかつ、
それプラスいわゆる歩行者の安全を確保
すべく、２．５の歩道という形を計画し
てまいりたいというふうには考えており
ます。
○後藤委員長　柴田委員。
○柴田委員　技術的なことですからね、
我々が素人が思いつきで言うというのは
どうかと思うんですが、私はこういうガー
ドを、そんなにたやすく抜けるわけじゃ
ないですから、あと５０センチ広かった
らなと、車道がもう５０センチあったら、
車の往来なり、いろいろなことに大きな
原因なんだなというようなことだって、
こういう場合の５０センチというのは非
常に大きな役割を果たすというふうに思
うんですよね。
　そういう意味から、あとは技術的なこ
とはお任せせざるを得ないわけですし、
お願いするわけですが、もし少しでもこ
ういう計画を立てられる折りに、いろい
ろなことを、諸般の関連も精査された中
で出てくることだと思いますけれども、
車道幅、そして歩道幅をですね、少しで
も幅員が多くとれるような方法があるの
であれば、再度そういうことも検討課題
にしていただければありがたいというふ
うに思います。
　これはあくまでも、私の考えに立って
ますので、こうしてもらわなどんならん
ということじゃありませんが、そういう

気持ちを持っているということを、ひと
つ認識していただきたいと思います。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　基本的な考え方に
つきましては、今北野の方からご答弁申
し上げた内容でございます。
　柴田委員のおっしゃることについても、
十分我々としては今後におきまして、基
本計画、基本調査をする中でですね、Ｊ
Ｒ西日本といろいろ詰めていかなきゃな
らないというふうに考えておりますから、
その時点で、現在の内容を貴重なご意見
として承りながら、今後はやっぱりそう
いうように努力していきたいと考えてお
ります。
　何せ、クリアランスの関係といいます
か、レールと今、構造基準がかなり変わ
りましたんで、かなり深く入れなきゃな
らないという問題とかありますから、我々
といたしましては、これ６メートルとい
うのは、一定の普通車の離合できる幅員
であるというようにも考えておりますか
ら、そういう車両の通行できるというこ
とで、第一に計画させていただいたのが、
この内容でございますから、今後は、基
本計画、その次のステップの実施計画す
る中では、いろいろとＪＲと詰める中で、
協議していきたいというふうに考えてお
ります。
○後藤委員長　原田委員。
○原田委員　前回いただきました２月２
３日の資料、またきょういただきました
資料を見ているんですけれども、やはり
Ａ２のこの箇所が、やはり河川があり、
あるいはまた、市の方のいろんな公共の
施設に残す計画というようなことも前に
お聞きをいたしまして、そういたします
とですね、３のいわゆる道路幅が、２８
メートルということで、１０メートル拡
幅されまして、先ほどちょっとご説明あっ
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たかもわからんのですが、きょっと聞き
逃したんですけど、これに伴う面積と、
区画番号のＡ２ですね、今いうてる、こ
の面積がちょっと２００平米減るわけで
すねんけれども、この辺のちょっともう
少しご説明をいただけたらなと思います。

㈬　あと、　のこの道路は、非常に地域と
この今度の新しく生み出す土地との接点
になるわけですけれども、これもちょっ
とメーターがかなり出るんですけれども、
これは河川のこともあろうかと思うんで
すけれども、前回のときもそのことのご
説明があったように思うわけですけれど
も、その辺だけちょっとご説明いただき
たいと思います。
○後藤委員長　山脇都市政策課参事。
○山脇都市政策課参事　Ａ２とＡ１の間
㈫の　の道路でありますけれども、これに
つきましては、正雀一津屋線と山田摂津
線を将来的に結ぶという構想を、この中
で検討いたしました。

㈫　そんな中で、この　につきましては、
面積的なもので申しますと、２８メート
ル×１３０メートルといたしました。こ
の２８メートルの根拠につきましても、
今後ＪＲの軌道をオーバーする場合、ど
ういう高さで、またどういう勾配で下り
てくるのかということを、今後委託して
はっきりしないとなかなか２８メートル
という根拠は出せないんですけれども、
我々が今検討しております中では、ちょ
うどこの軌道北側に下りた段階で、かつ
両側に側道、歩道ができる幅員というこ
とで、今２８メートルを想定いたしてお
ります。

㈫　当面の間、この　の区域内の道路の施
工につきましては、両側の側道及び歩道
ができて、真ん中につきましては、将来
の高架事業にあわせた空間地となる見込
みであります。

㈬　それから、　の道路ですけれども、こ
れは前回お示しいたしました路線と延長
はちょっと違うということなんですけれ

㈬ ㈭ども、　と　がかなり延長的に重複して
おりましたので、今回、区域内の面積が
約８．２ということで、ＪＲの方から申
し入れられている関係で、区域内の区画
面積と地区内の道路面積が約８．２とい
うことで、大体机上計算いたしました結
果、８．２に近い数値になってきたもの
㈬で、　につきましては、延長を見直しさ

せていただきました。
　それとあわせて、Ａ２またＡ３の面積
につきましても、面積に変化がございま
した。それからＡ２のこの青色で表示し
ております山田川のこの２河川につきま
しては、Ａ２のこの面積、１万７，３０
０の中に河川敷も含まれております。
○後藤委員長　原田委員。
○原田委員　我々素人でございますので、
道路構造とか、そういうものについては
ね、存じないわけですけれども、今のこ
のいわゆる利用検討をしていくという状
況の中で、これはどうなるかわからんと
いうこと、府とのかかわり、あるいはど
のぐらいの高さということをですね、そ
ういうものは、私はあとから追加とか、
変更とかいうふうに出てくるべきもので

㈪ ㈫あってですね、今の場合は、この　、　、
㈭　を線路に沿わせていくんだという、前
の説明ですね、そこからですね、どのよ
うにね、府なり、あるいは三者懇等でで
すね、話をされてきて変わってきたのか
ということをね、だからこういうことで
変更をして、いわゆる整備事業費のこの
インフラの、道路の整備費が変わってく
るんだと、こういう説明をいただかんと
ですね、まあこういうことも含めて１８
メートルから１０メートル、５メートル、
５メートルの側道をつけてやるんだとい
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う、これがですね、もう少し先でそうい
う変更をいただけたらというふうに思う
んですけど、今この２カ月間の間でです
ね、このように変わっていくという、非
常に私ども、どれを信用したらいいのか
というのが、非常に委員としてですね、
これでええんかなという、疑心暗鬼みた
いなのがあるわけです。
　例えば、水道のですね、前回の説明で、
送水場、管理棟、配水池４，０００立方
メートルということ、これはもうええね
んと、何やねんと、そんなもう要らんね
んやったら、はじめからそんなときにや
な、あんまり計上せんとですね、莫大な
費用につじつまあわせての数字みたいに
なってくるんで、この辺もう少し、やっ
ぱり我々に出していただく資料ならばで
すね、慎重にやっていただきたいなとい
うのを感じます。
　その辺を踏まえて、ちょっと道路の部
分だけね、将来まだ変わると思うんです
よ、これは事業を進めていく中でですね、
あるいは２丁目、３丁目の地域とこの清
算事業団の段差がありますのでね、かな
りＪＲの土地は高いんやから、そういっ
たところ、いろんな工事を進める中で変
わっていくと思うんですが、今の段階で、
㈫ ㈬　や　変わっていくということについて
はね、ちょっと理解に苦しむわけですけ
れども、その辺もう一度ご説明いただき
たいと思います。
○後藤委員長　山脇都市政策課参事。
○山脇都市政策課参事　前回お示ししま
した図面と、今回お示ししております図
面と、道路の典型的に変わっているのは、
正雀一津屋線から山田摂津線に向けたルー
トを、破線で表示しただけであります。
絵としてはね。
　ただ、道路面積、また区画面積につき
ましては、再度机上計算いたしました。

　そんな中で、Ａ１区画面積と地区内の
道路面積を足しますと、約８万１，６１
５、約８．２ヘクタールになっていった

㈬わけですけれども、前回、例えば　の路
㈬ ㈭線でございますと、かなり　と　とで地

区外のところで重複いたしておったもの
㈬ですから、それを見直しまして、　の道

路の延長が短くなってきました。
　ただ、前回お示しいたしております道
路面積と区画面積を足しますと、８万７，
８００ぐらいになるわけですけれども、
それではあまりにも８．２ヘクタールと
の違いが出てこようかということで、再
度路線の延長、各面積の机上計算をいた
しました結果、本日のお渡ししている資
料になった次第であります。

㈫　もう１つ、　の道路ですけれども、検
討委員会の中でも、将来、正雀一津屋線
と山田摂津線は、この跡地利用を図る上
で、やはり考えておかなければならない
路線であるということの、検討委員会の
中でもございましたんで、今後開発する
にあたっては、その余地を設けておくべ
きではないか、この中で検討すべきでは
ないかということで、Ａ１、Ａ２の間に
㈫　の道路をさらに１０メートルの幅員を
考えまして、破線表示をいたさせていた
だきました。
　それから上水道の建設費でございます
けれども、当初、それぞれの事業課の方
に依頼いたしました。
　その中で、特に上水道につきましては、
この区画内の土地利用がどういう土地利
用であるのかによって、給水設備が非常
に大きく変わってくるということのご意
見がございました。
　私どもも、委員会全体として、この土
地利用がどういう土地利用になるのか、
どういう水道の受給の施設がくるのかと
いうのが、はっきりわかりません。
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　ただ、最大の受給の施設、給水のいる
施設がきても対応できることも踏まえて
考えておいてほしいと、こういうふうに
申し入れました。
　そんな中で、そうした場合は、今の千
里丘の送水場が非常に能力的にもかなり
の能力もきたしておりますので、この開
発可能用地内に相当の給水能力の必要と
する施設がきた場合は、どうしても送水
場の建設が必要であろうということであ
りました。
　ただ、前回集計いただいたのが、８６
億、８７億という数字でございましたん
で、それぞれ事業者の方に再検討をお願
いいたしたところでございます。
　そんな中で、前回の場合は最大限の場
合ということで想定させていただいたわ
けですけれども、現時点で、通常の施設
であったら、現在の千里丘送水場でも何
とかいけるんではないかという判断をい
たしていただきましたので、この送水場
の建設をこの中から削減いたしまして、
９億４，５００万円の減額が生じたもの
であります。
○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　前回の委員会から、３月の
定例会があったわけですが、この間にで
すね、我々として大きい問題にしてきた
のは、清算事業団からの昨年の６月１８
日の申し出、そのことに対する裏付けと
言いますか、そういうことを言うてる、
それを履行できるかというかね、そうい
う根拠についても確かめることは必要だ
ということも言ってきたんですね。
　つまりね、協定ということがあったと
してもですね、それはまた早晩、破棄さ
れるということは新関西国際空港の飛行
ルートの件でも明白でした。
　そういうことから見てみてもね、特に
大きな問題になった貨物量問題について

ですね、市の側は分散せよと言ってきて、
半分にすると、こう言ってきたわけです
が、この半分という数字の根拠も、いろ
いろ論議になったところです。言うてい
るうちに、中継が入っていると、入って
ないとかですね、いうふうなことが出て
きたぐらいですよね。
　あるいはまた、こういうこともおっしゃ
いましたね、大阪貨物ターミナルが摂津
にくる時点でも、トラックの出入りにつ
いてですね、いろいろ協定をやってきた
けれども、この失敗を二度とやってはな
らんという気持ちがあったということも
おっしゃってましたよね。
　そういうことがね、今のこの時期に生
かされているのかどうかですね。
　つまり、貨物量半分ということについ
て、残り半分をどうするのかと。大阪市
のどこかに持っていくと。どこかと言っ
たって、そういう施設がないところには
新たにつくってまでということではない
と思いますので、受入れができるような
ら、それで大阪市に話をしたいと。この
手順の問題もありましたが、この辺もま
だあいまいなままですし、残り半分をど
うするのかということについてですね、
摂津市は吹田市が受け入れを示してから
ですね、行くというふうな話もありまし
たし、同時並行的に行くというような、
そういう話も、同時並行的にやっている
という話もありましたけどもね。そんな
経過については、一体どうなっているの
かですね。
　貨物量が全量こちらに来ないという保
証は何もないと、我々は言っていたんで
すけど、そういうことについての保証も、
まだ何も得られてないと。こういう段階
だと思うんです。
　さらに、アクセス道路についてもです
ね、今は南清和園と言いますかね、吹田
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のいわば十三高槻線の延長との交差部あ
たりと。しかしそこでもですね、かなり
詳細にわたっていろいろ検討したという
ような話ですけれどもね。しかしそのこ
とについて、最終決着を見ているかと言
えば、まだそういうことになっていない
と。その辺の経過については、一体その
後どう進展しているのかですね。この辺
もね、まだ確としたものになってないん
ですよ。
　そうした中で、これまで市が１０年に
わたって、これ以上の環境悪化をもたら
さないという保証がない限りはね、移転
に同意できないと市がこの態度がね、そ
うも簡単にですね、促進ということにな
るのかですね。ましてや、まだそういう
保証もないのにですね、調査費を組むと
いうのはね、納得のいかん話なんですね。
そういう点をひとつお聞かせいただきた
いというふうに思います。
　あと、この開発計画ですけどね、まず
開発の主体になるのは、一体どこなんで
すかと。２市にまたがってやるというこ
とのようですがね。開発の主体は一体ど
ういうふうに、新たにまたつくるんかで
すね、第三セクターみたいなものを。一
体どういう方向で臨もうとしているのか
ですね。
　私はこれは、泉佐野コスモポリスの例
を出すまでもなく、第三セクターでやっ
ている各地の開発計画が、ことごとく破
綻してますね。ことごとくと言ってもい
いでしょう。つい最近も、週刊誌に茨木
の国文都市の破綻が明確になったと。
　こういうことでですね、いろいろその
裏にはですね、用地の売買をめぐって、
生々しい話もあると。企業から買収した
土地はですね、坪当たりでしたか、２万
円も違いがあるというようなことがね、
大きな問題になっているようですが、そ

れにしてもですね、こういう開発によっ
て、なるほど茨木市は３億しか出資して
ないけれども、ここの第三セクターの生
じた赤字をですね、大部分この税金でもっ
て充てると、充てなきゃならんというよ
うなことにしてきていると。
　こういう例が間近にあるんですよ。間
近に。それもね、私は茨木市だってです
ね、あるいは泉佐野だってね、これ当初
からこんな失敗するという計画を持って
出発したんではないと思うんですね。見
通しとしては、こうこうこうしたらこう
なってこういくんだという、それ相応の
根拠を持ってやったと思うんですよ。我々
はそういうふうには見てなかったけれど
も、一定そういう根拠を持って進めたと。
しかし今日、こういう事態になったと。
　こういう各地の例をね、どう見るかと
いうことですわ。
　今、そういうことから見てね、今根拠
でいろいろとおっしゃったことについて、
返事がありませんでしたね。例えば、こ
のＡ１の用地をですね、何ぼで売るなら
ば釣り合うのかと。そんな話もこの前で
はですね、８６億のインフラ整備をやる
という段階ではですね、たしか私の計算
では、坪１８０万、そのことも否定なさ
らんかったと思うんですけれどもね、こ
ういう計算になりますよということでね。
仮に用地買収を平米１０万と、それでイ
ンフラ整備を全体で８６億と考えた場合
にはですね、そういう計算何なりに立つ
んではないかということも言いましたが、
それに対する否定もなかったんですが、
今回の場合ですね、用地買収費をですね、
先ほど寺西委員は平米５万円と、こうい
うふうに、仮にということやと思います
がね。
　しかし、同じ清算事業団用地だった竜
華の跡地が平米１０万円前後ということ
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から見てみて、それとかけ離れた数字に
なりようはずがないと。借金返済のため
なんですからね。そういう前例を無視す
るわけいかんでしょう。
　そういうことにしますとですね、用地
買収費でやっぱり８０何億かかるわけで
すね。今回のこれが、この通りだったと
してですね、両方足せば、１３０億ぐら
いになるんですかね、およそ。これをね、
割り込んでみたらですね、私の計算です、
この辺をだからそれがどうかお聞かせい
ただきたいんですが、今ざっとわたされ
て、すぐ計算ですから、違いもあるでしょ
うけれども、いろいろ圧縮されたという
この資料の中でもですね、ざっと計算し
ますと、３万４００平米で割ってみます
とですね、平米単価は４４万円ぐらいに
なるんじゃないですか。
　数字ではいろいろ河川敷の問題、いろ
いろ言うてはりましたけれども、そうい
うことも含んだとしても、あまり大きな
違いは出ないでしょう。
　坪にしたら１３０万円ぐらいになるん
じゃないですか。
　そういうことでね、売却ができるのか
どうか。こういう計画についてもね、あ
まりにもまだ、わずかの検討でね、イン
フラ整備の額ががくんと違うと。それも
問題ですけれどもね、そういう計画の立
て方について、先ほど指摘がありました
けれども。そういうことを根拠にしてね、
これから、いや大丈夫ですと、この開発
大丈夫ですと、ちゃんと採算も合います
というふうにね、言えるものなのかどう
かですね。
　摂津市の財政状況はと言えば、全国に
ある市の中で、経常収支比率とか、悪い
方から数えて２２番目だというんですね。
今でさえ１００をオーバーしているとい
う中にあって、つまり新たな事業など何

もできないよということを、赤ランプが
灯っておるわけですね。これは担当部局
の話ではないかもしれませんけど、こう
いう財政状況のときにね、そういう開発
に取り組んで失敗したわ、一層ふくらん
で、赤字債権団体に転落したと。自治も
何もあったものじゃないですね。
　そういうこととは関係なしに、いやこ
こに土地があるからと、これはもう残さ
れた空間だからというふうにとびついて
いいものかどうかですね。そういうこと
についての検討は、本当になされたのか
どうか。これは全く疑わしいと。そうで
ないと言うのなら、もう少し明確な答弁
を示せと。
　よしんばこれ来たとしてもですね、こ
の立地で、どういう開発を見込んでいる
かですね。それにはですね、例えばこの
地域の用途指定なんかはどういうふうに
考えておられるんですか。それによって
は、この開発についてですね、ここはど
なるのかということも見えてこようかと
思うんですけども、もし準工などという
ことにしてですね、これは売却しやすい
からそういうことにするとしませんか、
売れなければだめなんですから。
　そしたらね、こういう立地のもとで来
るというのはね、一番どこが必要かと言っ
たらね、梅田の貨物駅を見ればわかるよ
うに、周辺にはやっぱり貨物の関連の企
業が張りついているんですよ。立地して
は一番いいんですよ。ほかに求めようが
ないんですよ。ほかに求める余地はあり
ませんね。
　そういうことから言うとね、ここへ来
る可能性が一番多いのはですね、このＪ
Ｒ貨物関連の業者、運輸業者でしょう。
そういう人たちが来るということはね、
例えばこの開発の中で、なかなかここに
進出してくる、これ企業なんかどうかわ
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かりませんけれどもね、企業があるとす
れば、もし運送業者がたくさんここへ来
るとすれば、来るというふうなことを想
定するんであればですね、当然のことな
がら、この貨物駅との接続を考えないと
いうことはないと思うんです。いわば、
買手市場であればですね、そういう条件
を出さないとも限りませんよ。
　つまり、本市としては、この計画の成
否がそういうことにかかってくるとすれ
ばね、条件飲まないかんじゃないですか。
当初言っていたね、環境悪化をもたらさ
ないという保証がない限りは、移転に同
意できないという、こういう態度がね、
一体どこまで貫き通せるのかと。先々の
心配のようにおっしゃるけれども、現に、
こういうことがいろいろ起こっているわ
けでね、そういう問題からこの開発とい
うことを考えたときにね、そういうこと
にまで発展してくるという可能性は持っ
ているわけですよ。いやそれでもまだ、
赤字が納まればええということになるの
かですね、いやそうもならんと、もっと
一層深刻な事態になっていくのかという
ことさえあるわけですね。
　そういう見通しをね、今日の時点でど
ういうふうに行って、こういうことをや
ろうとしているのかと。
　これは大分後段の部分はですね、先の
話ということですけれども、今現にそう
いうことを先送りするんではなくて、予
算計上までしようというんですからね、
そういう論議まで市はしてきているわけ
ですから、それは明確にしていただきた
いというふうに思うんです。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　お答えします。
　まず、最初のお話でございますけれど
も、貨物の移転で保証等というお話でご
ざいます。

　これらにつきましては、事業団から示
させておりますのは、現在の梅田の機能
の約半分の１００万トン移転したいとい
う内容でございます。
　残りの半分等についてはどうなのかと
いうことでございますけど、これらにつ
いては、事業団が責任を持って大阪市と
協議をするという内容で、今現在進めら
れているようにも聞き及んでおります。
　それと、過去の協定等について、反故
にされてきたじゃないかということのお
話でございますけれども、我々といたし
ましては、過去では確かに、大阪貨物ター
ミナル等ではそういう事実があったわけ
でございますけれども、今後は、そうい
うことのないように、十分再度協定書を
結びながら、そういうことのないように
取り組んでいきたいというふうに考えて
おります。
　それともう１点の、開発主体はどうな
のかということでございますけれども、
現在の我々の考えております内容につい
ては、三セクじゃなしに、市の特別会計
方式を設けながら、大きな財政負担にな
らないということを前提に置きながら、
事業主体は市でやりたいというふうに考
えておるわけでございます。
　それらの答えを出すについては、先ほ
どもご答弁申しておりますように、この
６月議会に補正予算を提出をさせていた
だきまして、いろいろと問題の課題抽出
をしながら、最終的なまとめをしていき
たいというふうに考えておるわけでござ
いまして、事業主体としては、あくまで
も市でやるという内容でございます。
　それと採算性というお話もあったわけ
でございますけれども、現在の事業団か
らは、正式な価格提示をされておらない
というのが、一番大きな課題であると。
我々といたしましては、価格が提示され
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れば、それによって、インフラ整備がい
くらかかって、こういう何ぼで売ればい
けるということでございますけれども、
過去にはあくまでも竜華の例をとりなか
ら、仮にということで、１０万円であれ
ば、委員がおっしゃっているように、全
体が８．１ヘクタールでありますから、
８１億となりますけれども、そういうこ
とでなると、先ほどおっしゃってますよ
うに、全体事業費が１３０億になると。
その中で、仮に４ヘクタールが処分でき
るとなればですね、仮に随意契約の関係
ではですね、全体の公共用地は５１％確
保して、残りは処分していいですよとい
うのが、特約条項がありますから、４９
を処分するとなれば、約４ヘクタールで
あるというのが、判断すれば、平米当た
り、３２万円台で売却することによって、
事業団から用地価格とインフラ整備をペ
イできるということであります。
　ですから、我々といたしましては、こ
ういう資料をつくりながら、できるだけ
事業団の価格を低く提示させていただく
ように、今いろいろ努力しておるわけで
ございます。
　ですから、今仮にそういうようなどこ
の企業が来るんだということになるかし
れませんけれども、それらについては、
今後やっぱり事業団の価格として、提示
された額によって、市として最終的な判
断をしていきたい。買うについては、そ
ういうふうなものを網羅しながら、最終
的に判断していくというのが、現在の考
え方でございます。
　それと、用途上の問題で、どういう開
発をしていくんかということでございま
すけれども、これらにつきましては、市
として具体的に、一番いいのは、税収の
望める施設というのが、最前提であろう
というふうに考えております。

　といいますのは、一番税収の伸びる分
につきましては、商業上の施設が一番ベ
ターであるんじゃないかなというのが現
在の考え方でございますけれども、これ
らについては、一定のインフラ整備をす
る中で、どういう企業がいいかというの
を議会とも相談しながら、今後決定して
いきたいというふうに考えております。
　それと用途上のお話でございますけれ
ども、現在の用途は、ご存じのように準
工業地域でございます。ですから、その
誘致する企業によっては、場合によって
は、商業なり、近隣商業等々の用途をそ
の時点でやっぱり考えていく必要がある
んじゃないかと考えているわけでござい
ます。
　何せ現在は、横には処理場等がある関
係で、非常に誘致するにしても難しいん
じゃないかというのがありますけれども、
事前にそういう企業を市としては位置づ
けしながら、今後はこの跡地についての
開発の関係を協議していきたいというふ
うに考えております。
○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　昨年の６月からですね、清
算事業団側から計画が示されて、もう１
年が来ようというのにですね、今一番問
題になったきた貨物量の問題についてね、
まだ大阪市と協議するということ、協議
しているということを聞き及んでいると
いうような状態であってね、いいのかと。
こんなことで、もう受け入れ結構ですと、
受け入れしましょうというふうになるん
ですかと。
　もしこの貨物量の問題をね、やっぱり
いや全量来ないというふうにするために
は、残り半分の行き先がここだというふ
うに決定し、そこでの住民合意も得られ
ですよ、吹田、摂津のこの地域でも、住
民合意の点で、つまり結局は、受け入れ
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が１０年もかかってきたわけですよ。住
民が反対せずですね、議会も反対せず、
市も反対しなければ、すぐにもできておっ
たでしょう。反対したから、環境悪化を
するからと、そのことが最大の理由で言
うてこれなかったわけですね。ほんだら、
同じことが大阪市内についても言えるわ
けですよ。大阪市と協議するとあるけれ
ども、大阪市だってね、地元住民の合意
なしにですね、そんなことやったらまた
大問題になるでしょう。
　つまり、非常に難しい問題なんですよ、
これ。それをね、安易に、いやうちが半
分受け入れたら、向こう半分は何とかし
てくれるんだと、そんなことに乗れます
かと、今の段階で。そこをもっと見極め
るべきではないかというのが、我々の意
見だったんです。
　そういうことのならんうちからね、こ
の開発についていろいろ青写真描いてで
すね、こうします、ああします。まして
や、まだ値段も決まってないのに、こん
なん財政全体の計画も立てられようはず
がありませんわ。
　また進出してくる企業なんかについて
もね、あるのかないのか、需要予測やら
んとね、どんな会社だってね、開発会社
だって、そんなことをやらんうちにやり
ませんよ。開発会社がそういうことをやっ
ているのはね、みんな第三セクターです
よ。税金でしり拭いできることだからやっ
ておるんですよ。
　そうでなければそんなものやりますか
いな、開発会社は。あなた方盛んに民間
の手法と言うけれども、こんなもの民間
の手法なんて、こんなことやる企業あり
ませんよ。こんな見通しのない。私は採
算性の問題だけ言ってるんじゃないんで
すよ。採算性の問題からだけ言っている
んじゃないんです。一番根本にあった、

この移転してくるという問題へね、梅田
貨物駅が移転してくるという問題につい
て、あまりにもそんなに簡単に結論をく
だすべきかどうかと、受け入れを前提に
してですね、計画を立てるべきかどうか
ということを考えたときに、今のような
貨物の状況にあるのに、それで結構です
と、よく言えるものだと思うんですけど。
　そういうことは何も心配してないとい
うことなんですか。そこはただ、ただ、
清算事業団を信用してますと言うんです
か。これまでは、信用できないと、こう
いうふうに言ってきたわけですね。向こ
うもいろいろ、全量来たとしてもね、い
や公害対策すると言うてきたんやけど、
そんなん信用できないと言うてきたんで
すね。貨物は半分にせいと言うてきたん
ですよ。どこにその半分にするという保
証があるんですか。
　何もないと。今、まだ。そうじゃない
んですか。その事態は、しかも全然進行
してないんです、この前から。この特別
委員会に入ってから、全然進展してない
です。同じ答弁の繰り返しじゃないです
か。どこに道が開けるんですか。摂津、
吹田が受け入れという、議会でも要望決
議したと。それで行け。そしたら清算事
業団もっと動き出していいじゃないです
か、吹田や摂津はＯＫいうてると。早く
返事持ってこないかんやないですか。残
り半分はこうしましたと。持ってこれな
いんですよ、まだ。
　そういう性質の問題なのにね、半分に
なったということをね、丸っぽ信用して
ね、計画を進めようと。これはね、あま
りにもやっぱり行政の担当としてはね、
将来を見ていないということと言われて
もしょうがないんじゃないですか。
　そのアクセス道路の問題についても、
今は十三高槻線には接続しないでね、庄
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内新庄線を通って御堂筋からグウーと迂
回して、排気ガスをその間、ばらまきな
がらね、地球環境上もよくないですわな、
こんな、ずっと回って。すぐ行けばすぐ
あるのにね。そういうことをいつまでも
ね、そういう状況になるかと言ったら、
いやさせません、いや協定結びますって、
そんなんはいつまた崩されるかわかりま
せんね。協定を金科玉条と思ってないで
すけども、その協定すらまだ確としたも
のがないんですよね。なのに、開発計画
だけはどんどん進んで、予算も計上しよ
うと、これはどういうことですか。
　アクセス道路については、だから、こ
の前から進展があったんなら、あったと
いうことでね、そうい点は何も報告がな
いというのも、またおかしな話なんでね、
一番重要な問題のはずです。出口が南清
和園�の方になったって、うちは一切関
係ないと、そんなもので済むんでしょう
か。場内道路だってこれね、それは排気
ガス出ますしね、場内作業についても、
排気ガスは出るんですね。これは前も言
いましたけど。梅田貨物駅で、かつてコ
ンテナを運ぶフォークリフトですか、そ
ういうものの排ガスでですね、作業がで
きなかったという事態まで引き起こした
ということなんですからね。この辺につ
いても、まだ回答はないと思います。
　それから、運行経路について、さっき
言うたような協定がね、どれほどの効力
を持つのかということですね。
　それから環境調査を向こうの側がやる
と言っているけれども、市としても、こ
ういう評価についてはですね、やるべき
じゃないですか。費用負担は清算事業団
にでも出してもらうということでも、原
因者であるから。しかし、進出企業の、
進出会社のアセスメント、そのまま信用
していいのかどうかと、こういうことが

ありますからね、この辺はどうですか。
　それから開発の問題については、処分
する用地が４ヘクタールだと言ったのは、
これも前回はですね、３ヘクタールを処
分するとしてという話だったでしょ。そ
う言うてましたやん。３．０４、この部
分をですね、Ａ１の部分を処分して、事
業費を生み出していきたいと、この前話
したですやん。今になって何で否定する
んですか。それを証明するがためにね、
計算していったら、たしか坪１８０万円
という計算になったんです。なかったん
ですか。その計画は変わったんですか、
もともとそうだったんですか。一遍議事
録起こしてみましょうか、それやったら。
　Ａ１の部分を処分して、用地費も、そ
れからインフラ整備の費用もですね、こ
れで捻出したいんだというのが、この考
えだったんでしょう。今おっしゃってい
るのは、これはあくまで清算事業団との
用地買収で随意契約ができるかどうかと
いう点で言うた場合のですね、いわば最
大限の問題としておっしゃっているんで
しょ、このことは。
　しかし当初の計画では、３ヘクタール
を処分して、この残りの用地は公共用地
に、Ａ２、Ａ３は公共用地に、その他の
インフラ整備もそれでやりたいと、虫の
いい話だと私言いましたよ。
　大体開発するときにね、どんな民間の
会社でもですね、用地費が何ぼで、イン
フラ整備が何ぼで、これだけで売って、
こういうふうにやるからできると、でき
へんとか、そんな計算するのは当たり前
でしょう。
　そういうことを私はせいと言っている
んじゃないですよ。少なくとも、そうい
う採算性という問題を考えてやるんやっ
たら、そういうことをやるのは当然なん
ですね。それが一番イロハのイなんです
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ね。それが固まらないのにね、計画を進
めると。その計画が成り立つかどうかも
わからん。何十億も狂いが出てきてね、
それでもやっていけるようなずさんな計
画なんですか。お聞きしたいと思います。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　まず１点目の貨物
の移転の問題でございますけれども、先
ほどもご答弁いたしておりますように、
大阪市の他の地域で、話がまとまらん場
合については、梅田に残すということは
前回からもご報告申しておる内容でござ
います。
　梅田に残した中で、一定大阪市と協議
していくというのが事業団からの回答と
いうことでは、もう前回からもご答弁申
しいる趣旨でございます。
　それと、前後しますけれども、開発云々
ということでございます。前回は確かに
Ａ１地域の３．０ヘクタールが云々とい
うことは私は答弁したと思いますけれど
も、その後、それプラスＢ２の云々で約
４ヘクタールというように私は言うたと
思うんですけれども、現在の事業団との
随意契約の条項でおきますと、先ほども
ご答弁申しておりますように、全体面積
の公共施設が、道路、公園等を入れた中
で、５１％をとってもらえるんであれば、
残りの４９％は市の方で売ってもらって
も結構ですよと。売った中で、事業費を
生み出してもらうように努力してほしい
というのも、向こうの内容でございます
から、私どもといたしましては、インフ
ラ整備と用地を足して、どれだけの価格
で売れば事業費が出るんだということは、
検討してきた中身でございます。
　何せ、購入価格がはっきりされておら
ない現段階で、いざ何ぼであれば売れる
んだということは、まだ私どもとしては
非常に難しいと。私個人的に考えるので

あれば、大体２０万から２５万の範囲内
であれば、売れるんじゃないかという、
あくまでこれは私個人の考え方でありま
すから、それであれば坪で言いますと７
５万ぐらいじゃないかなというように、
私は５万円ぐらいの差が出るようには考
えておるわけでございますけれども、一
番近いところでありますと、岸辺駅から
５、６００メートルのところが、一番近
いということになりますから、それぐら
いであれば、現時点では売れるんじゃな
いかなというように考えております。
　いずれ、どういう企業の云々なのか知
りませんけれども、これらについては、
先ほどもご答弁申しておりますように、
基本計画、基本構想を作成する中で、ど
ういう企業等に売却すればいいかという
ことは、今後やっぱり検討していきたい
というように考えております。
　ですから、我々といたしましては、基
本計画の中で、もう少し詰めた中身の事
業費を算出した中で、一定の判断をして
いきたいというふうに考えておるわけで
ございます。
　あくまでも、今お示ししておりますの
は、庁内の検討委員会で作成した中身を、
皆様方にお示ししながら、一定の判断材
料とするというような考え方でお示しさ
せていただいたというのが中身でござい
ます。
　先ほどの５１％、４９％の話がござい
ますけれども、前回の委員会では、３ヘ
クタールと４ヘクタールという、両方の
説明をさせていただいたように、我々と
してはなっておりますので、その辺、ご
理解賜りたいと思います。
　仮に、Ａ１であれば、３．０はありま
すよ、少しそのＡ２の区域の山田川の河
川の区域を入れますと、４ヘクタールと
いうふうに私はご答弁したと思いますの
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で、その辺よろしくお願いしたいと思い
ます。
○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　大阪市内でね、貨物駅の移
転先が決まらない場合は、梅田の貨物駅
に半分残すと、そういう話なんですね。
　ところがですね、その半分、梅田駅に
残したとしたら、清算事業団はもともと
事業団用地を売却してですね、国鉄債務
の返済に、これは返済にもあたらんわけ
ですけれども、返済の一部にというわけ
でしょう。
　梅田の貨物駅を移転させる、だからこ
そ、この跡地を売却できるということだっ
たんですよ。半分にすることでね、用地
はだから半分しか売れないということに
なるし、貨物駅のこの施設はですね、こ
ちらつくってこないかんわけですよ。道
路もつくらないかんのですよ。費用はも
のすごく要るわね、二重手間なことをだ
れがやるんですか。
　それなら単に、今遊んでいるＪＲ貨物
用地をですね、これを清算事業団用地に
してね、清算事業団の梅田の用地をです
ね、あれを貨物の用地にすればええんで
すやん。全然矛盾ないんです、それで。
おかしなね、こんなことするから、切っ
たり貼ったりせないかんようになってく
るんですよ。用地の半分残しておくなん
て、そんな計画やったらね、これは考え
てもおかしいやないですか。
　だから、そこに留まらないというふう
に見るのが、当たり前ではないかと。つ
まり将来にわたってはね、全量こっちへ
持ってくるというふうに、また来るに違
いないと、そういうふうに考えられるん
ですよ、また。あるいは大阪貨物ターミ
ナルにもね、含めてですね、そういう話
になってくるんですよ。
　そういうふうには考えないと。清算事

業団の言うとおりや、もう１００％その
とおりだと、最後まで。それだけ信頼し
ているんですかと。今まで何度もそうい
状況ではなかったはずですよ。だからそ
れに安易に乗ってね、これは半分は梅田
に残すと言うてるから、こっち絶対半分
しか来ませんねんと、これはもう、そう
は非常に考えにくいということでありま
す。
　しかもそういう状況にあるのにですね、
梅田の残りの半分の移転先についてです
ね、今やってるはずですと。涼しい顔じゃ
ないんですよ。どうなりましたかと、ど
うなってますかと、いうて問うのが普通
じゃないですか。貨物量半分にこだわっ
てきたんですから。市としてはね、半分
というか、分散ということにこだわって
きたわけですから。あまりにもその辺、
さっぱり、信用してます、あとはもう任
せてます、そんなことでいいんですか、
ということを言っているんです。
　それから開発の問題についてはですね、
商業施設ということも考えられるという
ふうに言いましたね。この検討会議の中
には、商工関係の担当部局も入っている
わけですね、当然。何も意見出ませんで
したか。
　あのＪＲ茨木駅の近隣にですね、１５
万平方メートルにものぼるという売り場
面積を持つマイカルが出店を計画してる
じゃないですか。また近隣で言えば、正
雀本町１丁目の地域にですね、ライフが
出店を申請をしたと。もう早ければ１１
月にも出店するということでしょう。
　このことによってね、地元商店街は大
打撃を受けるだろうと。潰滅的な打撃を
受けるでしょう。にもかかわらずね、摂
津市は税収を考えて、ここは商業施設が
望ましいと。一体どういう立場でそうい
うことが言えるのかと。地元の商工業者
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にとってはね、その育成なんか、いわば
それはもうなくなってもええと、この開
発でね、商業施設が来てくれて、商業施
設ができて、税収が増えればいいと。何
のための市政ですか。だれのための市政
ですか。
　例えばということでおっしゃったね、
そういう商業施設についてもです、しか
も大店法は廃止と。きのう通りましたな、
朝。大店法廃止ですよ。立地法というの
はね、商業調整を目的にしていないんで
す。つまりね、それはもう自由だという
わけですよ。自由経済、市場経済だと。
何を言っているんですかと。今全世界の
動きはね、ヨーロッパの動きはですね、
大店法規制強化ですよ。出店の規制強化
ですよ。一人日本だけがですね、規制緩
和ですよ。
　そういう状況の中でね、地元商工業者
にどんな影響を与えます。既に駅前再開
発、市の事業によってね、周辺の商業施
設がどうなったか。こんなことを思い起
こせばね、本当にこんなことで、そんな
計画がね、地元の商工業者に示せますか。
例えばということであっても。どうなん
ですか。
　そういうふうに、まず税収が伸びるよ
うな、市の財政にとって税収が伸びるよ
うなという、そういう観点からだけこの
開発計画が考えられるとするなら、そう
いうことを重点に考えられるとするなら、
地元の商工業の育成なんて、どういうこ
とになるんですか。
　そういう開発の計画のね、調査費を組
ませてくれっていったってね、私はそれ、
結構ですというわけにはいかないという
ふうに、意見を申し上げるんですが、ご
見解をお示しください。
○後藤委員長　小西都市整備部長。
○小西都市整備部長　まず１点目の、梅

田の貨物の移転の関係でございますけれ
ども、これにつきましては、昨年の特別
委員会の中でも、私はご答弁申し上げた
と思います。残すという部分につきまし
ての、一定の現在の梅田のある施設の中
の約半分ということで、西口の出口から、
中央郵便局の前の道路の延長線上からの
半分を残すということで、私はご答弁申
したという記憶がございます。
　ですから、先ほどもご答弁申しており
ますように、大阪市の他の市域で、協議
ができない場合については、現在の梅田
で機能を残して存続さすということが、
事業団から聞いておる内容でございます。
　それともう１点、先ほど開発地の関係
でございますけれども、商業業務施設と
言うたわけでございますけれども、これ
らについては、まだ市としての方向づけ
は一切出ておらないというのが、現在の
段階でございます。ですから、１つは、
例えばという表現をさせていただいたわ
けでございますけれども、そういう表現
が悪い場合であれば、全面的に撤回して
おわびしたいと思います。
　ですから、我々といたしましては、今
後、まちづくりについて、いろいろと調
査しながら、どういう施設がいいかとい
う導入を検討していくための補正をお願
いしていくということで、６月補正をお
願いしたいということを、この特別委員
会でご提案させていただいた内容でござ
います。
　ですから、我々といたしましては、現
在の跡地に、仮に売却する面積の場所に
何がいいのかというとこについては、今
後は、市として検討した中で、議会にも
報告しながら、お知恵を拝借しながら、
最終的な集約をしていきたいというふう
に考えておりますから、今の時点では、
市としてはまだ売却の施設等については、
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白紙ということでご理解願いたいと思い
ます。
○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　梅田に半分残すということ
ね、そんなんに親切についていっとった
らね、最終的にはですね、この吹田の貨
物駅にですね、全量が移転してこないと
いう保証は、現在ではね、一切ないと私
は思っております。
　なぜかと言えばね、半分残すといって、
その半分の用地をね、処分ができないの
にね、ここに新たにこれだけ何百億かか
るかわからん設備を投資をしてですよ、
売却してですね、借金の返済にあてよう
にもですね、それだけのあれが出てきま
せんわ。全部きちんとうまいこと処理で
きても、９，０００億とかいう話でしょ。
それもいかないでしょう。そういうこと
になれば、半分というわりにもいかない。
２８兆３，０００億の赤字の穴埋め、到
底できようはずがありませんよね。
　だから、これ用地でね、赤字をなくそ
うなんていうのは、どだい無理な話だと
ういうことは、今もうはっきりしてきて
るんですよ。せやのにね、それを少しで
も減らそうというときにですよ、なぜそ
んなに安く提供したりですね、半分残し
たりするという、そういう不経済なこと
をやるかと、こういう手段をね、また財
政上の立場からはですね、論じられるの
は当たり前のことじゃないですか。そう
じゃないですかということを言っている
んです。
　だから将来、全量がこっちへ来ないと
いう保証は何もないからね、そのことの
保証をね、もっと真剣に追求すべきだと
いうことを言っているんです。
　それから、開発の問題で、例えばとい
うことで、商業施設といって、それを不
適切ならおわびしますと言ったけどね、

いやそうじゃないんですよ、これは。部
長おっしゃっているのはですね、どうい
う施設にするかはね、選べる立場にない
んですよ。わかりますか。
　これが来ない、あれが来ないというふ
うになったらね、そしたらどうしようか
ということになるんですよ。それ向けに、
いろいろ考えるということなんですよ。
発想が逆なんです。まちづくりの立場か
ら、こういう施設が必要だということか
ら出発するようなまちづくりじゃないん
ですよ。これ、採算合わなきゃどうしよ
うかと、売れなきゃ採算が合えへんと。
それに合ったようなそしたら用途にしよ
うと。あるいは相手にしようということ
なんですよ。これは市が直営でやろうと
ですね、イニシアチブ持ってるから大丈
夫、そんなことじゃないんです。客観的
に見て、これ売れなきゃ成り立たないで
しょう。売れるようなところに売るんで
しょう、結局。ここは商業施設はよくな
いと思っててもね、選べる立場じゃない
んですよ。
　そういうことで、進みだせば、資金計
画というものがありますから、これ売却
しなければ、事業費は絶対出てこないん
ですから。そんな赤字を市民に背負わせ
る気かと、いうことになるでしょう。
　安易にだからそういうことを考えるべ
きじゃないんじゃないかと。しかも、採
算が合ったとしてですね、商業施設が入っ
たと。そしたら地元の方はどうなりまん
ねんと。こういう矛盾を生じるというこ
とだって、起こり得るんですよ。
　あるいは、企業が来たいからといって
ね、産廃施設が来るとかですね、隣りが
し尿の処理施設でしょ。そういう処理施
設同士が並ぶということだってあり得ま
すよ。
　その歯止めは一体何ですか。歯止めは
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ないんです、それ。いや、そんなふうに
はしませんと。この問題の出発が、移転
してくればね、周辺道路に大型ディーゼ
ルトラックがあふれて、公害をもたらす
と、このことが反対の大きな理由だった
んですね。だから市もですね、市長も、
これ以上の環境悪化をもたらさないとい
う保証がない限りは、移転に同意できな
いということを言い続けてきたんですよ。
ところが、財政の問題からね、選べない
ということになってですね、そういうと
ころが、進出してくると。言ったら、こ
れは本末転倒になりますね。そういうこ
とにならないという保証はありますか、
ということを聞いているんです。
○後藤委員長　竹本助役。
○竹本助役　この吹田操車場跡地の問題
につきまして、るるご協議を相わずらわ
せておりますけれども、ただいま委員の
方からご指摘ございますような、このま
ずは、吹田操車場への梅田貨物駅の移転
に伴いますところの諸条件、先ほど来出
ておりますように、貨物の分散、あるい
は環境アセスメント問題、あるいは、ア
クセス道路、その他の問題につきまして
は、既に清算事業団の方から、一定の前
提条件としての公文書を出してきており
ますし、それに対し、我々の方といたし
ましても、さまざまな、またこの本委員
会、あるいは本委員会以前の建設常任委
員会等のご意見も踏まえて、さまざまな
質問もし、それに対する清算事業団から
の回答も得る中で、前提条件の把握に努
めてまいりました。
　我々といたしましては、こういった前
提条件のもとで、この問題に対し対処を
していこうと考えているわけでございま
す。
　もちろん、将来におきましては、これ
らで示されてきた前提条件が、必ず守ら

れるものであるかどうかという、チェッ
クのことにつきましても、今は我が市だ
けでやるだけでは、場合によっては不十
分になるということも考えられますから、
これらの事柄につきましては、摂津市、
吹田市、大阪府の三者が、清算事業団等
を対峙する形で、さまざまな交渉もし、
確定作業をいたしておるところでござい
ます。
　いずれにしましても、こういった前提
条件のもとで貨物駅がどうか、さらに開
発可能用地の発生によって、これをどの
ように扱っていくかということを、今考
える時期であると。
　まして、先ほど来部長の方から申し上
げておりますように、清算事業団が間も
なく解体されようとしております。もち
ろん、事務的にはきちんと鉄道建設公団
に移管がなされるということは、聞いて
おりますけれども、我々としては、清算
事業団が活動しておる間に、これらの事
柄についての方向性を把握することが、
得策であるというふうに考えておるとこ
ろでございまして、一方のこの開発可能
用地の取扱いの問題につきましては、先
ほど来申し上げておりますように、市内
で開発が可能とする、まとまった貴重な
土地であるという観点に立ちまして、我々
の方としては、ここにおいてまちづくり
にどういうことができるかということを、
いろいろな角度から検討をした上で、こ
れについての対処方を考えていきたいと
いう趣旨におきまして、既に吹田市との
懇談会、そして今回は調査ということを
予算化をお願いいたしまして、具体的な
内容について、取り組み方向を考えてい
きたいという取り組みを考えておるわけ
でございます。
　こういったことをご検討いただく中で、
まちづくりというのはどういう方向が一
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番望ましいのか、もちろん、今の状況の
中では、これを市が全部財政的に抱える
ということは、ほとんど不可能でござい
ます。さすれば、この開発可能用地につ
いて、一定の部分については、売却など
の方向を考えないことには、この土地を
利用していくことは、現在の財政状況で
は不可能であるということは、申し上げ
るまでもございません。
　やはり、そのためには、まちづくりと
してふさわしいものがどういうものであ
るか、先ほどは部長の個人的なというこ
とで、商業が一番というようなことも申
し上げましたけれども、我々の方といた
しましては、ここにまちづくりとしての
ふさわしいものとは、どういうものであ
るかということを、今回の調査をとおし
て、十分な検討もさせていただきたい、
また、その中でも、こういったインフラ
整備、今我々の庁内検討委員会の方から
出ておりますインフラ整備についても、
一定の方向性は出しておりますけれども、
さらに専門的な見地に立って、この調査
を委託する相手方の専門的な見地からの
検討もした上での、調査報告をいただい
て、これは摂津市、吹田市と共同事業で
ありますから、それぞれの意見も踏まえ
た中で、総合した内容の計画が示されて
くるものと、我々としては期待をしてお
るところであります。
　そういったことを得ましたのちに、市
として、今度はそれを実現していくのに
ついて、先ほど来ご指摘ございますよう
に、事業主体をどうするのか、そして資
金計画をどうするのか、そういったこと
を十分に検討しなければならないと考え
ております。
　この部分になりまして、市が本当に主
体的に考えていかなければならない。先
ほど部長が申しておりますように、事業

主体ということになれば、特別会計方式
で、市が責任を持ってということも申し
ておりますけれども、内容によりまして、
どういう手法が望ましいのかということ
も、その時点で十分検討をいたしまして、
これこそまた議会とのご相談も申し上げ
る中で、もっともふさわしい事業主体を
構成し、資金計画もご納得のいくような
資金計画を立てて、そして摂津市の１０
０年の計に資するような、そういう計画
に結び付けていける事業とさせていただ
くのが、我々の思いでございます。
　どうぞひとつ、ご理解のほどをお願い
申し上げたいと思います。
○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　おかしな話ですな、それは。
部長と助役の中で、意見が違うと。市の
直営で考えておりますというのと、いや
そのときになって事業主体も考えると、
えらい違いじゃないですか。
　そんなにあいまいな事業主体、例えば
事業主体について言えば。そんなものな
んですか、今の段階では。よくわかりま
せん。
　もう１つ、これがつまり今の問題は、
今の問題というのは全体の生じている問
題はですね、清算事業団がことし中に解
散となるということがね、最大の要件で、
急ぐというね、今結論つけなければとい
うことになっているんですけどね。ちょっ
と待ってくださいよと。これね、決着つ
けないかんのは、向こうの側であって、
こっちじゃないんですよ。なぜ、向こう
の側か。向こうが貨物駅を移転しようと
してきているんですから。だから移転し
てこようとしている側、これは清算事業
団がなるほど、この事業を手がけている
わけでね、そうでしょう。
　清算事業団、これできなかったらどう
するんですか。逆の立場から。受ける側
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じゃなくてね、向こうがやろうとしてい
る側から考えればどうなんですか。そう
いうことは引き継がれるんでしょう。鉄
建公団に。その点、なぜまずいことがあ
るんですか、清算事業団とでは違うとい
う。向こうはやりたいんですよ。こっち
はあかんと言ってこれまで言ってきたん
ですよ。向こうは苦慮してきたんです。
時間がないといって、向こうがあせって
いるんでしょ。なぜそれを、こちら側が
急がないかん理由があるんですか、一番
の問題はそこだと思うんですよ。急がな
くてもいいんですよ、別に。
　つまりね、貨物の問題でもね、分散の
問題でもね、あるいは梅田に残すと言っ
ているけれども、そんなよりやね、大阪
市内にちゃんと決まったという段階でやっ
たっていいじゃないですか。それなら半
分来るということに、はっきり確定する
わけです。なぜ待てないんですか。向こ
うがやろうとしている計画なんですよと。
　だから、向こうは清算事業団の段階で
できなければ、その事業をだれかに引き
継がないかんのですよ。その引き継ぐ団
体もね、鉄建公団なら鉄建公団ですよ、
それとですね市とやっぱり交渉しないか
んのですよ。同じことじゃないですか。
それで今まで積み重ねてきた中でね、清
算事業団との間でね、唯一去年の６月に
なってはじめて出されてきたこの計画に
ついてね、いやこれ唯一絶対と、これで
ないとのられへんというふうなことでは
ないんですよ。
　そういうことからすれば、向こうがこ
の計画を進めたがっているわけで、何も
急ぐ必要はこちらに１つもないと。まち
づくりを考えるならね、今さっきまちづ
くりのためにこれをやりたいというなら
ね、そんな拙速ではね、いきませんよ、
事業主体だって、あるいは何をつくるか

だって。
　そういう論議の上にですね、やっても
いいんですよ。急ぐことはない。向こう
は急ぎたい。しかしこちらは急ぐ必要は
ない。こういう単純明快なことなんです
よ、このことは。なぜこちらがそれに急
がないかんかと、そこのところを明確に
お答え下さい。
○後藤委員長　竹本助役。
○竹本助役　私どもが、清算事業団が活
動している間にと申しておりますのは、
やはり今まで、清算事業団との間で、我々
の方は昨年の６月１８日以来、さまざま
な協議を進めております。また我々の方
からの要求や条件等についても、申し上
げてきております。
　これらの事柄は、反面、清算事業団と
しては、解散をしてしまうまでに、何と
か解決をしておきたいという思いが強う
ございます。したがって、そういうふう
な状況下にある間に、我々の方の要求、
要望、条件をできるだけ詰めておきたい、
この思いが強いわけでございます。相手
が変わってしまいましてからでは、また
ある意味で、それは事務引き継ぎは行わ
れるかもしれませんが、１からのやり直
しということもなきにしもあらずという
ことの懸念も持ちながら、できるだけ、
できることならば、清算事業団が活動中
に、一定のです、これは全部といこうと
は困難だろうと思っていますが、一定の
詰めをしておきたいというのが、我々の
考えでございます。
○後藤委員長　山下委員。
○山下委員　６月１８日、昨年のね、６
月１８日以来のことが、いわばね、清算
事業団との関係でしょ。清算事業団が計
画して、１０年間、これ何もほかのこと
とは進展なかったわけですから、わずか
去年の６月の１８日の話でしょ、それ以
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来の積み重ねが、そんなに深く突き進ん
だとも思えません。
　今、いろいろご回答のあった貨物量の
問題でも、アクセス道路の問題でも、ア
セスメントの問題でもね、そんなに詰め
た話は、この間にね、１年経たない間に
ね、進んだとも思われません。
　引き継ぐべきことといってもね、そん
なにあるかと、私は言いたいです。しか
もさっきから言っているように、向こう
がこれは計画していることなんですよ、
移転はですね。跡地の開発は違いますけ
どね。（不規則発言あり）何を言ってい
るんですか。今その入口の話をまだやる
べき時なんですよ。
　だから急ぐのは向こうであって、こち
らは何も急ぐ必要はないんです。そうで
しょう。向こうが急いでいるんです。向
こうがその急ぐからといっていろいろな
条件、いい条件を出しているかというと、
必ずしもね、私どもが言っているように、
貨物でも半分の問題にしたってね、確証
はないんですよ、まだ。それを詰めてい
こうとしているんでしょう。向こうがもっ
と示してこなあかんのですよ。
　そういう段階にあるのにね、なぜこち
らがどんどん急いでしないかんかと。こ
は納得いかないことなんです。私にとっ
ては全く納得のいかないことです。相手
が鉄建公団に変わっても、鉄建公団とし
ては、この計画を進めなきゃならんです。
進めなきゃならんと。しかも急ぎたいと
いうことも、それはあるでしょう。こち
ら側は急ぐ必要はなにもないと。
　だからね、そういうこれまで市がとっ
てきた態度はですね、つまりこの環境問
題からですね、この問題ずっと取り上げ
てやってきたという、そういう立場を貫
くんであればですね、そういう立場を貫
いてですね、何も計画は１年、２年、３

年とずれ込もうがね、大きな問題じゃな
いんです。
　そういうことを申し上げて終わります。
○後藤委員長　これで本委員会を閉会し
ます。

（午前１１時５９分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ
り、署名する。

　吹田操車場跡地利用
　　問題特別委員長　　後 藤 道 明

　吹田操車場跡地利用
　　問題特別委員　　中 野 賢 治
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